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指定管理者監査の結果について 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定により公の施設の指定管理者監査を実施したので、同条

第９項並びに加古川市監査基準第２０条の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり

公表します。 

 

１ 監査の対象 

令和２年４月１日から令和３年１０月３１日までに執行された、次の公の施設の管理運

営に関する出納その他の事務 

 

指定管理者 管理している施設 所管課 

株式会社ケイミックスパブリックビジネス 
加古川市民会館 

スポーツ・文化課 
加古川総合文化センター 

 

２ 監査の実施期間 

令和３年１２月１６日から令和４年２月１４日まで 

 

３ 監査の方法 

今回の監査は、公の施設の管理運営に関する出納その他の事務が法令等に基づき適正に

執行されているかについて、関係課及び団体から資料の提出を求め、関係書類を調査する

とともに、関係者の説明を聴取して実施した。 

 

４ 指定管理者等の概要 

(1) 加古川市民会館 

ア 指定管理者名  株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

イ 指定管理者が行う業務 



(ｱ) 市民会館の利用の許可に関する業務 

(ｲ) 市民会館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(ｳ) その他市民会館の管理上市長が必要と認める業務 

ウ 指定管理期間  平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで 

(2) 加古川総合文化センター 

ア 指定管理者名  株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

イ 指定管理者が行う業務 

(ｱ) 総合文化センターの利用の許可に関する業務 

(ｲ) 総合文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(ｳ) その他総合文化センターの管理上市長が必要と認める業務 

ウ 指定管理期間  平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

５ 監査の結果 

公の施設の管理運営に関する出納その他の事務については、指摘すべき事項は見受けら

れなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


